
賃貸住宅管理業のあり方の検討に
係る有識者会議 とりまとめ（案）

賃貸住宅管理を次のステージへ
～誰もが安心してサービスを受けられる賃貸住宅管理の実現～
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本有識者会議の設置趣旨

〇 令和２年６月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、「法」という。)が成立し、賃貸住宅管理業
に係る登録制度及びサブリース事業の適正化措置が導入され、令和３年６月に全面施行された。法の円滑な施行・
運用に向けて、「法の解釈・運用の考え方」及び「サブリースガイドライン」の改正、管理業者等への立入検査、アン
ケート調査による状況把握等を行っており、家主とサブリース業者とのトラブルも減少し、法に基づく登録業者は
約１万業者を超えるなど、制度は定着しつつある。

〇 一方、コロナ禍を経た日常の暮らし方・働き方の変化などから入居者ニーズが多様化し、管理業務も複雑化してい
る状況がみられる。

〇 このため、今後の賃貸住宅管理業のあり方について検討することを目的として、本検討会議を設置することとし、
制度の普及促進や必要な改善策について、とりまとめることとしたもの。

※ 国土交通省令和元年・５年度賃貸住宅管理業等に関するアンケート調査より作成

家主と管理業者とのトラブル経験

R4.6.15 
移行期間満了

法に基づく業登録者数(社)
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家主とサブリース業者とのトラブル経験



基本的な考え方

〇 入居者や家主が抱えている課題として、サービス範囲が不明確であること、客観的な基準がないことによる業者選定の
難しさ等が挙げられるが、これに対し、管理業の透明性の確保、信頼性の向上、専門性の担保等により、不安や不満を
解消し、誰もが安心してサービスを受けられる賃貸住宅管理の実現を目指す。

〇 それに加え、管理する物件を舞台に、多様な関係者の「共創」を仕掛けるポテンシャルを持つ不動産業の真価発揮を促
進することを目指す。

現状
入居者・家主の抱える課題

目指すべき姿
すべての入居者・家主の「安心」

サービス範囲が不明確：
払っている管理料に対して、

どこまでが対応範囲なのか分からない

選定基準が不明確：
「良い会社」とは何かを示す公的な基準

や比較指標がない

建物・入居者・家主の老い：
建物の老朽化、入居者・家主のニーズ多様化に
対応した専門性の高い管理への期待と不安

透明性の担保：
客観的な評価により質の高い
管理業者の選択が容易で、
サービス内容・報酬が明確で
納得して契約できる状態。

信頼性の向上：
管理業者に対する国民全体の
信頼性が高まっている状態

専門性の担保：
専門的な管理・監督により、ト
ラブルを未然に防ぎ、快適な
住環境が維持される状態

※検討会第2回業界団体の提出資料より抜粋

実効性の確保：
法制度における適正な管理の
実効性が確保された状態
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実現のための４つの柱

〇 誰もが安心して質の高いサービスを受けられる賃貸住宅管理市場の実現のため、４つの重点課題に分
け、目指す姿や対策を検討した。

〇 これら４つの柱に基づき、国と業界団体が連携して具体的な施策を推進する。

管理サービス
内容の透明性１

業登録制度の
実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4

家主や入居者が管理料に含まれる業務内容
を容易に把握でき、納得した上で契約できる
状態を目指す

「登録業者＝安心できる会社」という共通認
識が広がり、物件選びの重要な基準になる
ことを目指す

専門知識を持つ質の高い業務管理者が全事
業所に配置され、家主・入居者へのサービス
品質が高い水準で維持されている状態を目
指す

管理業者による地域貢献活動の取組が広く
共有され、全ての管理業者が取り組みやす
い環境を目指す
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● 家主や入居者の不満として、
① 管理業者が提供するサービスの範囲や内容が不明確で、契約時に業務内容や報酬が分かりづらい。
② 管理業者を評価する仕組みがなく、客観的な信頼性や品質が不透明。
担当者ごとに対応の品質にバラつきがあり、家主や入居者にはサービスの基準が分かりづらい。

● 管理業者において、上記①②の結果、
③ 低価格競争による品質低下や、家主や入居者とのトラブルに繋がりかねない。
④ 管理の質が評価されにくいため、維持・修繕等の専門知識を持つ者が育ちにくい構造になっているおそれがある。

家主や入居者が、管理料に含まれる業務内容について
容易に把握でき、納得した上で契約できている状態。

家主や入居者と業者との相互理解を促進し、価格だけで
なくサービス内容や品質等も含む健全な競争環境の構築
を目指し、業界団体主導で、管理委託契約における基本
業務とオプション業務の区別を明示した標準的な業務内容
を示すガイドラインを策定する。

質の高いサービスを提供する事業者が正当に評価される
健全な競争環境を通じ、業界全体のサービスの品質が向
上している状態。

入居者等が賃貸住宅の管理状況等を踏まえて選択を容
易にするため、賃貸住宅管理を客観的かつ適切に評価
する仕組みとして、業界団体主導で、賃貸住宅管理に係
る評価制度の創設に向けた検討を開始する。

課題

課題と対策①
管理サービス
内容の
透明性１

業登録制度
の実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4

目指す姿

対策

「標準管理業務ガイドライン」の策定 賃貸住宅管理の評価制度の創設

目指す姿

対策
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賃貸住宅管理業者が提供するサービスの見える化、賃貸住宅管理業としての報酬等



賃貸住宅管理評価制度の検討
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目的

手法

制度創設に向けた主な論点（案）
① 誰の視点における何に対する選択を容易にすることを目指すのか

② 目的を踏まえ、どのような評価の手法及び進め方にするのか

ニーズの主体
〇 入居者

・ 検討中の者
・ 入居中の者

〇 家主

評価対象
〇 賃貸物件

・ 建物性能及び管理状況
・ 管理状況のみ

〇 管理業者

評価項目
・業務内容の明示（実施する／しない業務）
・基本業務／オプション業務の区分とそれに応じた費用の明記
・業務内容の公開・比較可能性
・標準管理業務ガイドラインの達成度（必須業務の実施状況）
・建物性能・設備点検等の管理状況（耐震・省エネ等）
・防災対応（平時の備え／災害時初動）
・入居者対応（相談・トラブル対応、管理業者の顔の見える化）
・地域貢献（見守り、コミュニティ形成 等）
・管理の改善提案・品質向上の取組
・賃貸住宅管理業の登録の有無、有資格者数

評価の頻度

・初回評価
・3～5年に一度
・毎年度

評価者

・自己評価
・第三者評価
・自己評価と
第三者評価
の併存
・入居者評価

参加方式
・任意参加
・全員参加

評価方式
・星の数
・ランク
・標準・優良
・表彰

PR方法

・物件検索サイ
ト等での表示
・評価ロゴマーク
の店頭表示
・業界全体によ
る共同PR

進め方 検討会設置
(関係業界)

標準ガイドラインの検討・策定

評価制度に関する検討
制度創設の
準備・周知 制度の運用開始

〇 「標準管理業務ガイドライン」の策定に関する議論と連携しながら、賃貸住宅管理評価制度の創設を目指す。
〇 関係団体が参画する検討の場において、目的の整理をした上で、評価主体含む評価体制の在り方、評価の項目やPR
方法等に関する合意形成を通じて、実効的な評価制度の創設に向けた検討を開始する。

管理サービス
内容の
透明性１

業登録制度
の実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4



課題と対策②

〇 入居者において、業登録制度の認知度が低く、
登録業者であるか否かによる管理の質の違いも認知されていない。

〇 業登録が不要な200戸未満を管理する業者にとって、
任意登録促進のための登録インセンティブが不足している。

賃貸

「登録業者＝国の定めたルールを守る安心できる
会社」という共通認識が広がり、物件選びの重要な
基準になっている状態。

・ 登録業者であることを家主や入居者に対し、分かりや
すく伝える仕組みとして、業界団体主導で、登録業者の
ロゴマークを作成し、周知する。
・ 家主や入居者に対し、「登録業者を選ぶメリット」を伝え
る広報・周知活動を、国・業界団体ともに強化する。

賃貸住宅管理業としての登録していることが業界のスタ
ンダードになり、全ての事業者でより適正な賃貸住宅管
理が行われている状態。

・ 管理業登録の有無により賃貸不動産経営管理士の
賠償責任保険の料率の差異を設けるなど、任意登録
を促進するための経済的インセンティブを検討する。
・ 管理業務の実態及び事業者負担の状況等踏まえ、業
務管理者のあり方について、国・業界団体が連携して
必要な検討を進める。

2

5
5.3 1

86.7

登録状況の認知度

登録したと聞いた

ネット検索で、登録していると分かった

登録していないと聞いている

ネット検索で、登録していないと分かった

知らない

課題

目指す姿

対策

未登録業者の任意登録の促進登録業者を選ぶメリットの周知・広報

目指す姿

対策

8

賃貸住宅管理業の任意登録の促進

管理サービス
内容の
透明性１

業登録制度
の実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4

※ 国土交通省 令和５年度賃貸住宅管理業等に関する実態調査 N=300 
賃貸住宅の入居者に対し、住んでいる物件の管理業者の業登録についてアンケートを実施



課題と対策③

〇 法定の業務管理者の資格要件には、右記の２つのルートが存在し、管理業務の
専門性向上の観点から、賃貸不動産経営管理士に限定すべきとの声がある一方で、
小規模事業者を中心に人材確保の観点から限定すべきでないとの意見がある。

・ 検討会では、「賃貸管理のプロである賃貸不動産経営管理士による管理が望ましい」「賃貸管理と流通の

専門性は異なる為、宅建士ルートは直ちに廃止せずとも、期限を設け方向性を共有すべき」との意見があっ
た一方、「特に地方では、長年小規模に賃貸仲介・管理を家族経営等で続けてきた後継者不在の事業者も
少なくなく、賃貸不動産経営管理士ルートへの一本化に対応しきれないとの不安の声も聞くため、ルート一
本化には時間が必要がある」との意見もあった。

・ 不動産業者向けの調査では、業務管理者の適格要件について、賃貸不動産経営管理士に要件を限定す
べきとの意見が約34％、現行の制度である2ルート存続すべきとの意見が約43％と意見が分かれている。

全ての営業所に、賃貸管理に関する専門知識を持つ質の高い業務管理者が配置され、従業員への指導・監督を通じて、
家主・入居者へのサービス品質が高い水準で維持されている状態。

◎ 国が法定の業務管理者の資格要件等に関する「今後の見直しの道筋」を共有し、業界団体が以下の取組みをする。
＜人材確保の観点＞
① 賃貸不動産経営管理士試験の受験促進（例：宅建士向け：宅建知識との重複問いの一部免除）
② 賃貸不動産経営管理士資格の周知・広報の強化

＜専門性向上の観点＞
③ 業務管理者向けのリスキリングの充実
④ 宅建士向けの指定講習の充実・高度化（例：効果測定の問いのランダム化）
⑤ 賃貸不動産経営管理士の試験問題の充実

課題

目指す姿

対策

9

業務管理者の資格要件のあり方、 「賃貸不動産経営管理士」の社会的認知度の向上

賃貸不動産経営管理士
＋２年以上の実務経験

（実務講習修了でも可）

宅地建物取引士
＋指定講習

＋２年以上の実務経験
（実務講習修了でも可）

法定の業務管理者の要件
以下のいずれかを満たす者

管理サービス
内容の
透明性１

業登録制度
の実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4



今後の見直しの道筋

法
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行
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R3.6.15 ※指定講習のニーズ等を踏まえ、
見直しの検討をする
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宅
建
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以
外

専門性向上施策

人材確保施策

試験問題の充実、指定講習の充実・高度化

リスキリングの充実

※業務管理者になるには、2年以上の実務経験が必要

賃貸不動産経営管理士試験

賃貸不動産経営管理士資格の周知・広報

指定講習

宅建士向け賃貸不動産経営管理士試験の受験促進

〇 業務管理者の要件については、現状の２つのルートを当面維持することとし、宅建士向け指定講習については、内容の充実・高度化をし
た上で、今後も当面継続する。

○ 業務管理者のあり方について、管理業務の実態及び事業者負担の状況等を踏まえ、将来的な業務管理者の資格要件等の見直しも視野
に、国・業界団体が連携して必要な検討を進める。

全般

業務管理者の実態把握及びあり方の継続検討

10

管理サービス
内容の
透明性１

業登録制度
の実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4



課題と対策④

〇 管理業者による地域とのコミュニティー形成等の業務を通じた地域社会への貢献について、社会的に広く認知され
ていない。

〇 高齢者や外国人等の住宅確保、災害対応、二地域居住の推進等において、管理業者に期待される役割が不明確。
〇 多くの管理業者は日々の業務に追われる傾向があり、地域貢献活動の余力やノウハウに乏しい。

国民からの信頼性向上を図るため、
コミュニティー形成において管理業
者が中心的な役割を担うことが期待
されている状態。

・ 国が、地域貢献の事業主体間の
マッチングやモデル事業への支援
を行う。
・ 新しいライフスタイルへの対応として
の二地域居住や防災対策を推進す

る観点等から、管理業者に政策上、
期待される役割について明確化する。

・ 先進事例の広報・周知の充実

課題

11

目指す姿

対策

管理業の地域貢献（コミュニティーづくり、高齢者・子育て世帯
・二地域居住者・外国人など多様な主体の共生社会の形成）

期待される役割の明確化や
認知度向上

管理業者の地域貢献活動の取組が
広く共有され、全ての管理業者が取
り組みやすい状態。

・ 高齢者、障がい者、子育て世帯、外国
人等の多様な入居者が、賃貸住宅へ円
滑に入居できるよう、国・業界団体が連
携して、受入環境の整備等の取組を進
める。

・ 業界団体による、国や自治体の防災
部局との連携下での災害時等における
対応環境の整備を進める。

目指す姿

対策

地域貢献に関する
ノウハウの共有

日常業務の効率化を図り、事業者
がより専門性や付加価値の高い地
域貢献業務に注力できる環境が整
備された状態。

地域貢献での活躍が期待される管
理業者に対し、国がDX等を通じた
の業務負荷軽減のための支援措置
を検討する。

目指す姿

対策

管理業務の生産性向上

管理サービス
内容の
透明性１

業登録制度
の実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4



マッチング機会、モデル事業の支援

空き家等の流通・利活用に向けた地域における不動産業者・不動産管理
業者と多様なプレーヤーの協業のための体制構築の取組に対し、モデル事
業として支援する。
モデル事業を通じて得られた知見等について、地域価値共創プラットフォーム
やイベント等を通じて情報発信を行い、不動産業者・不動産管理業者を核
とした協業の取組に関するノウハウを共有することにより、全国的な横展開を
目指す。

地域価値共創に関する知識と経験の集積、ネットワークの構築の場を全
国的に提供することを目的とする「地域価値共創プラットフォーム」について、
関係者間のマッチング機能や、先進事例・ノウハウ等の情報共有を図る
データベース機能等を導入するための基盤整備を行う。
先進事例を表彰する「地域価値を共創する不動産業アワード」や「地域
価値共創シンポジウム」等を実施し、優れた取組を広報・奨励する。

➀不動産業者・不動産管理業者を核とした協業に向けたマッチング機会の
創出や情報共有の促進のための環境整備

②不動産業者・不動産管理業者を核とした協業の取組のモデル事例の創出
と横展開の推進

地方創生に関する総合戦略 掲載施策

○ 共創による地域の新たな価値の創出（地域価値共創）に向け、不動産業者・不動産管理業者を核とした地方公共団体、
他業種等多様なプレーヤーの協業による空き家等の流通・利活用を促進するため、 マッチング機会の創出や情報共有
の促進・モデル事例の創出と横展開の推進を図る。

管理サービス
内容の
透明性１

業登録制度
の実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4



先進事例の周知の事例①

地域価値共創プラットフォーム
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立ち上げの趣旨立ち上げの趣旨

居心地がよい日常の「くらし」の実現には、 各地域に住まい、集う多様な産業分野や地域づくりの
担い手が連携しながら、 地域の新たな価値や可能性を創造していく 「共創」の取組が必要。
不動産業者・不動産管理業者は人々の暮らしを支える身近な存在であり、「共創」の取組の中心となり得る。

取組内容取組内容

▼ニュースレター登録フォーム

<情報発信>
○ 「地域価値共創ニュースレター」の配信（月１回程度）
・・・地域価値共創の取組への最初の一歩を後押しするため、空き家の利活用のための補助メニューや、

制度の紹介、関連シンポジウム等の案内、不動産業アワード受賞者等によるイベント開催のお知ら
せ等についてプラットフォーム加入者を対象として配信。（令和７年12月までに計14回配信）

<過去配信内容＞不動産業アワード募集開始案内、官民連携イベント開催案内、
不動産業アワード受賞者による地域価値共創に関するイベントの開催案内等

○ メディアプラットフォーム「note」での情報発信（月１回程度）
・・・地域価値共創についての認知度向上のため、不動産業アワード受賞者や空き家対策に関する

取組の実践者に対するインタビュー記事等、地域価値共創の先行事例について、国民に対して広く
情報発信。（令和７年12月までに計９本配信）

プラットフォーム加入者
○不動産業者・不動産管理業者 ○地方公共団体
○不動産業アワード受賞者・応募者 ○不動産オーナー
○NPO法人・団体 など
地域価値共創の取組に関心のある者・団体

<地域価値共創に取り組む関係者同士の対面交流の場・機会の創出>
○ 空き家の活用により地域課題の解決を目指す地方公共団体と不動産事業者・不動産管理業者等

のマッチングを目的として、令和７年より「空き家対策の推進に関する官民連携イベント」を各地域で順
次開催。

【今後の予定】
○ 令和８年４月上旬頃 第4回不動産業アワード結果発表
○ プラットフォーム加入者等の交流会開催
○ 他省庁と連携し、地域価値共創に資する、多様な観点の施策や制度に関する情報発信を行う。

管理サービス
内容の
透明性１

業登録制度
の実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4



先進事例の周知の事例②
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管理サービス
内容の
透明性１

業登録制度
の実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4



実現に向けた官民の役割

業界団体国

● 標準管理業務ガイドラインの策定
● 管理評価制度の検討

● 標準管理業務ガイドラインの策定の支援
● 管理評価制度の検討の支援

１.サービス
の透明性

● 統一ロゴマーク作成
〇 登録業者を選ぶメリットの周知
〇 任意登録促進のための登録インセンティブの設計

〇 登録業者を選ぶメリットの周知の支援
２.業登録制度
の実効性

● 業務管理者の実態把握
● 指定講習及び試験問題の充実等
● 資格の広報・周知、受験促進
〇 リスキリングの充実

〇 業務管理者のあり方についての検討継続
3.業務管理者
の質の向上

〇 高齢者や子育て世帯、外国人等の多様な入居者
の受入環境の整備

〇 災害対応環境の整備

● 事業主体間のマッチングやモデル事業へ
の支援

〇 管理業に期待される役割の明確化
〇 DX等の業務効率化の支援措置の検討
〇 先進事例の周知・広報の充実

4.管理業
の地域貢献

〇 ４つの柱について、国と業界団体は以下の役割を担い、誰もが安心して質の高いサービスを受けられる賃貸住宅管理
市場の実現を目指す。

〇 上記の取組みは、国と業界のどちらか一方だけでは成し遂げられるものではなく、官民連携して入居者や家主に選ば
れる市場の共創に取り組む必要がある。

●・・・速やかに対応 〇・・・中長期的に対応
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管理サービス
内容の
透明性１

業登録制度
の実効性2

業務管理者
の質の向上3

管理業の
地域貢献4


